
様式第１号（第５条関係） 
令和 ５年  １月  １０日 

 
鳥取県知事 様 

住 所 〒683-0054 米子市糀町一丁目 160 

氏 名 大山 花子 

  （団体にあっては、名称及び代表者の職氏名） 

 
 

事業実施（変更）計画書 
 

 鳥取県新型コロナ・円安・物価高騰対策支援補助金交付要綱（令和４年 10 月 14 日付第 20220016641

3 号鳥取県商工労働部長通知）第５条第１項の規定により、事業計画を提出します。 

 

提出区分 

□ 新 規 

☑ 変 更  （令和 ４年 １２月 １日付事業実施計画の変更） 
【変更内容／変更理由】 

発注先の納期遅延により、当初想定していた１月末までの事業完了が困

難となったため、事業期間を延長するもの。 

【事業期間】 （変更前）令和 5 年 1 月 31 日完了 

      →（変更後）令和 5 年 4 月 30 日完了 

 

１ 実施主体の概要 

住所 （〒683－0054）米子市糀町一丁目 160 

業種 
□製造業 □建設業  □交通業 □卸売業 □小売業 □宿泊・観光業 

☑飲食業 □理美容業 □その他（                ） 

資本金・出資金（千円） － 

従業員数（代表者を除く） １人 

担当者職・氏名 お食事処とっとり大山 代表 大山花子 

電話番号・ファクシミリ 
（電話）0859-31-●●▲▲ 

（FAX） 0859-31-■■▲▲ 

担当者メールアドレス tottoridaisen@tottori.co.jp 

誓約・同意事項 

 

※誓約する場合は、各項目

の誓約欄に〇を記載す

ること。 

 

※必ず、全項目、確認する

こと。 

提出にあたり、以下の事項について確認し、相違ないことを誓約します。 

誓約 項目 

○ 宗教上の組織若しくは団体に該当しないこと。 

○ 
暴力団（暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第
77号。）第２条第２号に規定する暴力団をいう。以下同じ。）及び暴力団員（同
法第２条第６号に規定する暴力団員をいう。 以下同じ。）ではないこと。 

○ 
暴力団若しくは暴力団員の利益につながる活動を行い、又は、暴力
団若しくは暴力団員と密接な関係を有する者ではないこと。 

○ 現在事業を実施していること。（臨時休業を含む。） 

○ 計画書の記載について、不正や虚偽がないこと。 

○ 
補助対象期間内（最長令和5年9月30日まで）に、支払含め補助事業が

完了しない場合、補助金が交付されないことにあらかじめ同意すること。 

○ 

納品等が間に合わず、補助金が交付されない場合を想定し、予め、

発注（予定）先と取扱いに合意しておくこと。（例：補助金が交付さ

れない場合は、発注キャンセル、自己負担での発注等） 

提出区分の「変更」にチェックし、変更理由及び変

更内容を具体的に記載して下さい。 

１ 事業主体の概要欄は記入して下さい。 

【２】期間延長を行うための変更申請の記載例 



○ 

（個人事業主の場合かつ過去２年以内に e-tax で確定申告を行い、
当該確定申告書類の添付を省略する場合） 
売上高等の要件確認のため、県商工政策課から県税務課に申告情報
等を照会することに同意します。 
 ※ 照会により要件確認できない場合等、確定申告書類を送付していただく

場合があります。 

 
２ 売上高・売上総利益（粗利）の状況 

比較方法を選択 
□①売上高での比較   □②売上総利益（粗利）での比較   □③広義の粗利での比較 
※上の比較方法を✔の上、下表に金額等記入。（①売上高比較の場合上段のみ、それ以外は下段に記入） 
※②粗利、③広義の粗利での比較を選択する場合は、前年（令和３年４月～４年３月までの間）の同期間と比較すること。 

  

□利益回復特別
枠の適用有無 

売上高 10％以上減かつ粗利(又は広義の粗利)30%以上減で提出する場合 
※左欄に✔の上、下表の対象期間・基準期間の各月の売上（上段）、粗利（下段）ともに記入。 
※粗利（又は広義の粗利）は、前年（令和３年４月～４年３月までの間）の同期間と比較すること。 

 

 

  

対

象

期

間 

 

 
 

期間の取り方及び当該期間の実績額  

  

基

準

期

間 
 

 

 

期間の取り方及び当該期間の実績額 

差引額（減少額） 
C＝B－A 

令和4年4月以降の任意の連続する3か月間の  
□売上高／□粗利額／□広義の粗利額  
※売上は上段に、それ以外は下段に記入 

①売上高比較の場合 ※上段に金額を記入 

（過去 3 年（H31 年 4 月～R4 年 3 月までの間）のいずれかの年の同期間） 

②粗利比較 又は ③広義の粗利比較の場合 
（前年(R3 年 4 月～4 年 3 月までの間)の同期間）※下段に金額記入 

R  年  月 
(売上)             円 R  年 

  月 
(売上)            円 

(粗利)  円 
□R3 年 
□R4 年 (粗利) 円 

R  年  月 
(売上)            円 R  年 

  月 
(売上)            円 

(粗利) 円 
□R3 年 
□R4 年 (粗利) 円 

R  年  月 
(売上)            円 R  年 

  月 
(売上)           円 

(粗利) 円 
□R3 年 
□R4 年 (粗利) 円 

計(A) 
(売上計)                    円 

計(B) 
(売上計)                   円 (売上減: C)      円 

(粗利計) 円 (粗利計) 円 (粗利減 C) 円 

減少率 C ÷ B × 100  ※小数点以下切り捨て 
売上減少率  ％減 

粗利減少率 ％減 
 

比較方法 算定方法 

□ ①売上高 
基準期間 確定申告書類に記載された月額（実売上高）とする。 

対象期間 売上台帳、月次決算書類等で把握できる月額（実売上高）とする。 

□ ②売上総利益 
（粗利） 

売上高－売上原価（※１） 

※１）売上原価＝期首棚卸高（在庫）＋仕入高－期末棚卸高（在庫） 

□ ③広義の粗利 
売上高－売上原価－販管費のうち物価高騰の影響が認められる経費（※２） 
※２）荷造り運賃費、水道光熱水費、燃油関連経費（ガソリン代等で個別に管理されている場合に限

る。）、その他販管費に計上されているが売上原価に類する経費であって物価高騰の影響が認めら
れる経費（個別に管理されている場合に限る。）  

※過年度分(基準期間)の①売上高、②粗利、③広義の粗利は実績額によることを原則とするが、白色申告等で月額実績の提出
が困難な場合、年額÷１２をひと月当たりの額とすることができる。  

※当年分の①売上高、②粗利、③広義の粗利も実績額によることを原則とするが、②粗利、③広義の粗利を計算する場合、対
象期間の期首・期末棚卸高が把握困難であれば、事業年度開始時の棚卸高（期首棚卸高）に変動がなかったものとして計
算することができる。（事業年度開始時の棚卸高（期首棚卸高）＝対象期間の期首の棚卸高＝対象期間の期末の棚卸高）   

３ 事業の概要 

事業期間 開始    令和４ 年   １２ 月    １０ 日 
※事業者の責任において、令和4年12月22日以降、認定前の着手も可 

終了    令和５ 年 ４月 ３０日 （変更後） 
※最長令和 5 年 9 月 30 日まで(事業に係る支払を含む) 

本事業(今回の取組)を
行うにあたって、他の補
助金の活用有無  

※ いずれかに〇 
無 有 

有の場合は、以下を記入 

補助金
名 称 

 
活用 
内容  

  
４ 事業費及び補助金の見込額（認定希望額） 

事業（取組）実施に必要な経費 
実施区分 費目 経費概要 発注先／所在地 金額 (消費税抜きの額) 合計額(A) 

   
 

円 1,700,000 円 
※30万円(税抜)以上が対象 

補助金の見込額 （認定希望額） 
補助対象経費合計額（A） × １／２ （上限額 150 万円）   ※千円未満切り捨て 

□ 利益回復特別枠 （売上減 10％以上かつ利益減 30%以上）適用の場合 
      補助対象経費合計額（A）×２／３ （上限額 200 万円） 

 850,000 円 

具体的な変更箇所、変更内容

が分かるよう記載して下さい。 

当初事業計画書から変更がない部分

（売上比較等）は、記入不要です。 

認定されている事業費、認定額

を記載して下さい。 



 

５ 実施内容 

（１）実施区

分 

※該当する

ものに✔ 

□省エネ投資    □高効率・高収益化     □新商品開発・事業転換 

□需要確保・販路開拓     □その他（             ） 

（２）現在の事

業の実施内

容 

 

（３）長期化す

るコロナ禍、

円安、又は物

価高騰で生じ

ている課題 

 

（４）今回、課

題克服のた

めに実施す

る事業（取組） 

 

※(1)で選択し

た区分ごとに

概要を記載 

省エネ投資 

 

高効率・高

収益化 

 

新商品開

発・事業転

換 

 

需要確保・ 

販路開拓 

 

その他 

 

（５）事業実施

による効果

（見込） 

 

 

期間延長のみの変更の場合、添付書類

は不要です。 

当初事業計画から変更がない

部分は、記入不要です。 


